
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
不
動
産
登
記
法
及
び
不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

（
情
報
政
策
課
、
法
務
文
書
課
、
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
、
長
寿
社
会
対
策
課
、
子

育
て
支
援
課
、
生
活
衛
生
課
、
産
業
政
策
課
、
農
業
生
産
流
通
課
、
土
木
監
理
課
、
河
川

砂
防
課
、
建
築
課
、
会
計
課
）

一

�
香
川
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
総
務
学
事
課
）

二

�
香
川
県
立
文
書
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
法
務
文
書
課
）

四

�
香
川
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
環
境
・
水
政
策
課
）

�
香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

〃

）

�
香
川
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

〃

）

五

�
み
ど
り
豊
か
で
う
る
お
い
の
あ
る
県
土
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
み
ど
り
保
全
課
）

�
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
手
続
等
を
定
め
る
香
川
県
規
則
及
び
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登

録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
廃
棄
物
対
策
課
、
建
築
課
）

�
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
農

政

課
）

六

議
会
告
示

�
香
川
県
議
会
に
係
る
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

七

教
育
委
員
会
規
則

�
香
川
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関

す
る
規
則
及
び
香
川
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術

の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

不
動
産
登
記
法
及
び
不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
四
号

不
動
産
登
記
法
及
び
不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

（
建
築
士
法
施
行
細
則
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

一

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
香
川
県
規
則
第
六
十
二
号
）
第
十
八
条
の
二
第
二
項
第
一

号
二

香
川
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
香
川
県
規
則
第
三
十
七
号
）
第
五
条

第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号

三

卸
売
市
場
法
施
行
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
香
川
県
規
則
第
五
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項

第
二
号

四

知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
香
川
県
規

則
第
二
号
）
第
三
条
、
第
六
条
第
一
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項

五

香
川
県
企
業
誘
致
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
香
川
県
規
則
第
四
十
九
号
）
第
五
条
第
二
項
第

八
号
イ

（
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
等
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「登

記
簿
の
謄
本

」
を
「登

記
事
項
証
明
書

」
に
改
め
る
。

一

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
香
川
県
規
則
第
五
号
）
第
五
号
様
式
備
考
１
及

び
第
五
号
様
式
の
二
備
考
１

二

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
二
年
香
川
県
規
則
第
四
十
号
）
第
六
号
様
式
注
及
び
第
七
号

様
式
注

三

理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
香
川
県
規
則
第
四
十
八
号
）
第
五
号
様
式
備
考
及
び
第
六

号 外

平 成１７年

３月４日（金曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
四
日

（
号
外
）

一



号
様
式
備
考

四

美
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
三
年
香
川
県
規
則
第
四
十
九
号
）
第
五
号
様
式
備
考
及
び
第
六

号
様
式
備
考

五

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
四
年
香
川
県
規
則
第

三
十
号
）
第
一
号
様
式
注
�
並
び
に
第
四
号
様
式
注
�
及
び
�

（
香
川
県
海
岸
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

香
川
県
海
岸
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
香
川
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
条
第
五
号
中
「
不
動
産
登
記
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
」
を
「
不
動

産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
同
法
第
二
十
四
条
の
三

第
一
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「第

１７
条

」
を
「第

１４
条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び

介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
規
則
の
規
定
中
「登

記
簿
謄
本

」
を
「登

記
事
項
証
明
書

」
に
改
め
る
。

一

香
川
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
二
十
三
号
）
第
二
号
様
式
備
考
１

の
�

二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
及
び
介
護
保
険
施
設
の
指
定
等
に
関

す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
百
十
四
号
）
第
三
号
様
式

（
香
川
県
母
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

香
川
県
母
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
四
十
年
香
川
県
規
則

第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
及
び
第
十
九
条
第
二
号
中
「
法
人
登
記
簿
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め

る
。

（
香
川
県
河
川
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

香
川
県
河
川
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
年
香
川
県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「第

１７
条

」
を
「第

１４
条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
砂
防
指
定
地
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

香
川
県
砂
防
指
定
地
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
香
川
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
の
項
中
「
不
動
産
登
記
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
」
を
「
不
動
産

登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
同
法
第
二
十
四
条
の
三
第

一
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
、
「
十
七
条
地
図
」
を
「
十
四
条
第
一
項
地
図
」
に
改
め
、
同
表
三
か

ら
五
ま
で
の
項
中
「
十
七
条
地
図
」
を
「
十
四
条
第
一
項
地
図
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
公
共
用
財
産
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

香
川
県
公
共
用
財
産
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
不
動
産
登
記
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
」
を

「
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
同
法
第
二
十
四

条
の
三
第
一
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「第

１７
条

」
を
「第

１４
条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

香
川
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
香
川
県
規
則
第
六
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
（
裏
面
）
注
６
の
�
中
「登

記
簿
の
謄
本

」
を
「登

記
事
項
証
明
書

」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

香
川
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
香
川

県
規
則
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
項
第
二
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
又
は
抄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
項

第
三
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「

登
記
簿
の
謄
本
又
は
抄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
四
日

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
四
日

（
号
外
）

二



香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
五
号

香
川
県
公
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
公
有
財
産
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
第
一
号
中
「
行
政
財
産
」
の
下
に
「
（
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
財
産
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
条
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

行
政
財
産
の
使
用
（
そ
の
許
可
の
権
限
が
出
先
機
関
の
長
に
委
任
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

を
許
可
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

第
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

公
有
財
産
の
貸
付
け
（
そ
の
承
認
の
権
限
が
出
先
機
関
の
長
に
委
任
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

を
承
認
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

第
十
条
第
八
号
及
び
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

関
係
図
面
（
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
地
図
又

は
同
条
第
四
項
の
地
図
に
準
ず
る
図
面
、
同
条
第
一
項
の
建
物
所
在
図
及
び
不
動
産
登
記
令
（
平
成

十
六
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
地
積
測
量
図
の
写
し
、
平
面
図
そ
の

他
の
図
面
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
写
真
等

九

登
記
事
項
証
明
書
又
は
登
録
原
簿
の
謄
本

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
登
記
簿
謄
本
、
公
図
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
、
関
係
図
面
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
譲
渡
の
手
続
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
八

号
中
「
減
額
譲
渡
す
る
」
を
「
減
額
譲
渡
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
、
公
図
」
を
削
る
。

第
三
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
建
物
等
の
取
壊
し
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
取
り
こ
わ
そ
う
」
を
「
取

り
壊
そ
う
」
に
改
め
、
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
財
産
の
種
類
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

取
り
壊
す
理
由

第
三
十
三
条
第
四
号
、
第
六
号
及
び
第
八
号
中
「
取
り
こ
わ
し
」
を
「
取
壊
し
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
交
換
の
手
続
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
八

号
中
「
登
記
簿
又
は
登
録
簿
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
又
は
登
録
原
簿
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
三
項
中
「
関
係
図
面
、
公
図
等
」
を
「
関
係
図
面
等
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「登

記
簿
謄
本

」
を
「登

記
事
項
証
明
書
又
は
登
録
原
簿
の
謄
本

」
に
改
め
、
「関

係

図
面

」
の
次
に
「�

写
真
等

」
を
加
え
る
。

第
十
号
様
式
中
「登

記
簿
謄
本

」
を
「登

記
事
項
証
明
書

」
に
改
め
る
。

「香
川
県
知
事

「

香
川
県
知
事

第
十
二
号
様
式
中

を

����香
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長

	��


に
改
め
る
。

（出
先
機
関
の
長

）
」

出
先
機
関
の
長

」

第
十
三
号
様
式
中

「

な
お
�
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
�
こ
の
処
分
の
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
６０
日
以
内
に
�
香
川
県
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て

（審
査
請
求

）を
す
る

を

こ
と
が
で
き
ま
す
�

」

「

な
お
�
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
�
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
６０
日
以
内
に
�
香
川
県
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て

（審
査
請
求

）を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
�

ま
た
�
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
�
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日

（異
議
申
立

に
、

て

（審
査
請
求

）を
し
た
場
合
に
は
�
こ
れ
に
対
す
る
決
定

（裁
決

）が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た

日

）の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
�
香
川
県
を
被
告
と
し
て
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
�

」

「香
川
県
知
事

「

香
川
県
知
事

を

����香
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長

	��


に
改
め
る
。

（出
先
機
関
の
長

）
」

出
先
機
関
の
長

」

「香
川
県
知
事

「

香
川
県
知
事

第
十
四
号
様
式
中

を

����香
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長

	��


に
改
め
る
。

（出
先
機
関
の
長

）
」

出
先
機
関
の
長

」

第
十
五
号
様
式
中

「

な
お
�
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
�
こ
の
処
分
の
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
６０
日
以
内
に
�
香
川
県
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て

（審
査
請
求

）を
す
る

を

こ
と
が
で
き
ま
す
�

」

「

な
お
�
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
�
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
四
日

（
号
外
）

三



ら
起
算
し
て
６０
日
以
内
に
�
香
川
県
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て

（審
査
請
求

）を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
�

ま
た
�
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
�
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日

（異
議
申
立

に
、

て

（審
査
請
求

）を
し
た
場
合
に
は
�
こ
れ
に
対
す
る
決
定

（裁
決

）が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た

日

）の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
箇
月
以
内
に
�
香
川
県
を
被
告
と
し
て
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
�

」

「香
川
県
知
事

「
香
川
県
知
事

を

����香
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長

	��


に
改
め
る
。

（出
先
機
関
の
長

）
」

出
先
機
関
の
長

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
、
第
三
十
三
条
、
第
十
二

号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
五
号
様
式
の
改

正
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
立
文
書
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
六
号

香
川
県
立
文
書
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
立
文
書
館
規
則
（
平
成
六
年
香
川
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

副
主
幹

第
四
条
第
三
項
中
「
主
任
主
査
」
を
「
副
主
幹
、
主
任
主
査
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
午
後
七
時
」
を
「
午
後
五
時
」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
十
一
条
第
四
項
中
「
二
十
円
」
を
「
十
円
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中
「�

」
を
削
り
、
同
様
式
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
※
の
欄
に
は
�
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
�

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
七
号

香
川
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
香
川
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
号
ハ
ラ
中
「
第
二
条
第
一
項
第
十
四
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
十
六
号
」
に
改
め
、

同
号
ハ
ケ
中
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「

第
百
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
七
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
ニ
中

「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
九
号
ヘ
中
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
六
十
九
条
第

一
項
」
を
「
第
百
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
七
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
八
号

香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
香
川
県
規
則
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
号
ハ
中
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
ヘ

中
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
百
九
条

第
一
項
」
に
、
「
第
七
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
四
日

（
号
外
）

四



こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
九
号

香
川
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
年
香
川
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
七
号
イ
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
四
項
第
三
号
中
「
又
は
規
約
」
を
「
若
し
く
は
規
約
」
に
、
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記

事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
十
二
号
中
「
第
七
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
百
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十

号
中
「
免
許
」
を
「
許
可
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
十
号
中
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
四
項
第
三
号
の
改
正
規

定
中
「
又
は
規
約
」
を
「
若
し
く
は
規
約
」
に
改
め
る
部
分
及
び
別
表
第
一
第
七
十
号
の
改
正
規
定
は
公

布
の
日
か
ら
、
別
表
第
一
第
十
二
号
及
び
別
表
第
二
第
十
号
の
改
正
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。み

ど
り
豊
か
で
う
る
お
い
の
あ
る
県
土
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
十
号

み
ど
り
豊
か
で
う
る
お
い
の
あ
る
県
土
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

み
ど
り
豊
か
で
う
る
お
い
の
あ
る
県
土
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
香
川
県
規
則
第
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号
ヲ
中
「
同
項
第
十
四
号
」
を
「
同
項
第
十
六
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
登
記
簿
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
三
号
ヲ
の
改
正
規
定
は
、

同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
手
続
等
を
定
め
る
香
川
県
規
則
及
び
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
十
一
号

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
手
続
等
を
定
め
る
香
川
県
規
則
及
び
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
手
続
等
を
定
め
る
香
川
県
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
手
続
等
を
定
め
る
香
川
県
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
香
川
県
規
則
第
四
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中
「
不
動
産
登
記
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
」

を
「
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
同
法
第
二
十

四
条
の
三
第
一
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
登
記
簿
謄
本
」
を
「
登
記
事
項

証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
表
三
の
項
中
「
、
綾
南
町
及
び
綾
歌
町
」
を
「
及
び
綾
南
町
」
に
改
め
る
。

（
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
規
則
第
四
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
号
中
「
登
記
簿
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
五
号
中
「
、
綾
歌
郡
綾
歌
町
及
び
飯
山
町
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
建
築
基
準
法
に
基
づ
く

手
続
等
を
定
め
る
香
川
県
規
則
第
十
八
条
の
表
三
の
項
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
中
浄
化
槽
保
守
点
検
業

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
四
日

（
号
外
）

五



者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
十
一
条
第
五
号
の
改
正
規
定
は
、
同
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
十
二
号

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
十
条
第
二
十
六
項
」
を
「
第
十
条
第
二
十
七
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
四
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
七
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
を
第
四
十
二
条
と
し
、
第
三
十
五
条
か
ら
第
三
十
七
条
ま
で
を
四
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
三
十
四
条
第
六
号
中
「
第
五
十
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
五
十
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を

第
三
十
八
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
を
第
三
十
七
条
と
し
、
第
三
十
二
条
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
十
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
又
は
第
十
号
」
を
加
え
、
同
条

を
第
三
十
五
条
と
す
る
。

第
三
十
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
第
二
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
三
条

と
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
四
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条

と
す
る
。

第
二
十
四
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
六
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条

と
す
る
。

第
二
十
二
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
二
十
一
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
二
十
条
中
「
第
五
十
条
の
三
第
五
項
」
を
「
第
五
十
条
の
四
第
五
項
」
に
、
「
第
五
十
条
の
二
第
七

項
」
を
「
第
五
十
条
の
二
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
第
五
十
条
の
三
第
四
項
」

を
「
第
五
十
条
の
四
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
十
九
条
中
「
第
五
十
条
の
二
第
七
項
」
を
「
第
五
十
条
の
二
第
八
項
」
に
、
「
第
五
十
条
の
二
第
四

項
」
を
「
第
五
十
条
の
二
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
十
八
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
十
七
条
中
「
第
十
一
条
の
十
一
」
を
「
第
十
一
条
の
二
十
六
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す

る
。第

十
六
条
第
四
項
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す

る
。第

十
五
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
十
四
号
中
「
第
十
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
又
は
第
十
号
」
を
加
え
、
同
条

第
二
項
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
三
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
第
十
一
条
の
十
五
の
三
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
十
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
共
済
契
約
条
件
の
変
更
の
承
認
の
申
請
）

第
十
五
条

法
第
十
条
第
一
項
第
十
号
の
事
業
を
行
う
組
合
は
、
法
第
十
一
条
の
三
十
三
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
共
済
契
約
に
つ
い
て
共
済
金
額
の
削
減
そ
の
他
の
契
約
条
項
の
変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
し
よ
う
と
す
る
契
約
条
項
の
新
旧
対
照
表

二

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

第
十
六
条

法
第
十
条
第
一
項
第
十
号
の
事
業
を
行
う
組
合
は
、
法
第
十
一
条
の
四
十
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
契
約
条
件
の
変
更
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
の
理
由
書

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
契
約
条
件
の
新
旧
対
照
表

三

契
約
条
件
の
変
更
を
議
決
し
た
総
会
等
の
議
事
録
の
抄
本

四

共
済
事
業
の
継
続
の
た
め
に
講
じ
た
必
要
な
措
置
を
記
載
し
た
書
類

五

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
四
日

（
号
外
）

六



第
十
一
条
中
「
第
十
一
条
の
十
五
の
三
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
条
中
「
第
十
一
条
の
十
四
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
二
十
九
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

二
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
第
十
一
条
の
十
四
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

一
条
と
す
る
。

第
八
条
中
「
第
十
一
条
の
八
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
の
二
十
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条

と
す
る
。

第
七
条
中
「
第
十
一
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
二
十
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条

と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
価
格
変
動
準
備
金
の
積
立
免
除
の
認
可
の
申
請
）

第
七
条

法
第
十
条
第
一
項
第
十
号
の
事
業
を
行
う
組
合
は
、
法
第
十
一
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る

価
格
変
動
準
備
金
の
全
部
又
は
一
部
の
金
額
に
つ
い
て
積
立
て
を
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
認
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

理
由
書

二

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
価
格
変
動
準
備
金
の
取
り
崩
し
の
認
可
の
申
請
）

第
八
条

法
第
十
条
第
一
項
第
十
号
の
事
業
を
行
う
組
合
は
、
法
第
十
一
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
価
格
変
動
準
備
金
を
取
り
崩
す
こ
と
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

二

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第

四
項
、
第
二
十
三
条
第
六
号
、
第
二
十
五
条
第
四
号
、
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
第
二
号
の
改
正
規

定
（
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
同
年
三
月
七
日
か

ら
施
行
す
る
。

香
川
県
議
会
告
示
第
一
号

香
川
県
議
会
に
係
る
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
四
日

香
川
県
議
会
議
長

増

田

稔

香
川
県
議
会
に
係
る
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程

香
川
県
議
会
に
係
る
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
香
川

県
議
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
及
び
ロ
」
及
び
「
又
は
ロ
」
を
削

り
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
す
る
。

第
三
条
第
五
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
二
項
第
三
号
ロ
」
を
「
前
条
第
二
項
第
二

号
イ
」
に
、
「
登
記
簿
の
謄
本
又
は
抄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
第
二
項
第
三
号
ハ
」
を
「
前
条
第
二
項
第
二
号
ロ
」
に
、
「
登
記
簿
の
謄
本

若
し
く
は
抄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
登

記
簿
の
謄
本
又
は
抄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
中
第
五

号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
及

び
香
川
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
四
日

香

川

県

教

育

委

員

会

香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

教
育
委
員
会
規
則

議
会
告
示

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
四
日

（
号
外
）

七



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

香
川
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規

則
及
び
香
川
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
香
川
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則

の
一
部
改
正
）

第
一
条

香
川
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る

規
則
（
昭
和
四
十
五
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
登
記
簿
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

第
十
三
条
中
「
登
記
簿
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の

一
部
改
正
）

第
二
条

香
川
県
教
育
委
員
会
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

則
（
平
成
十
六
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
項
第
二
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
又
は
抄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
項

第
三
号
中
「
登
記
簿
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「

登
記
簿
の
謄
本
又
は
抄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
七
年
三
月
四
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
四
日

（
号
外
）
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